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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３０年 ７月 ３日開催分） 
 
平成３０年 ７月２０日（金）公表 
 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３０年 ７月 ３日（火） 午前９時００分～９時１０分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 
児野専務理事・技師長、松原理事、荒木理事、黄木理事、菅理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、今井特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 
 
１ 審議事項 
（１）総務省「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員

会」最終報告書（案）に対する意見募集への対応について 
 
２ 報告事項 
（１）放送技術審議会委員の委嘱について 
（２）放送番組審議会議事録（資料） 
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議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）総務省「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員

会」最終報告書（案）に対する意見募集への対応について 
（経営企画局） 

総務省は、平成２８年１０月、視聴環境の変化に対応した放送コンテ

ンツ製作・流通の促進方策のあり方について情報通信審議会に諮問しま

した。これを受けて、同月、情報通信政策部会に「放送コンテンツの製

作・流通の促進等に関する検討委員会」が設置され、主に、①放送コン

テンツの流通を支える配信基盤及びネットワークの在り方及び②放送コ

ンテンツの適正かつ円滑な製作・流通の確保について検討が進められ、

平成２９年７月に情報通信審議会の中間答申として取りまとめられまし

た。 

中間答申の取りまとめ以降の動向及び取り組み状況等を踏まえた最終

報告書（案）が平成３０年６月に取りまとめられ、総務省は、７月９日

まで意見募集を行っています。 

これに対し、ＮＨＫとして意見を提出したいので、審議をお願いしま

す。 

提出意見は次のとおりで、該当箇所は第２章「放送コンテンツの適正

かつ円滑な製作・流通の推進」の１．「放送事業者による同時配信に関す

る権利処理」のうち、６１ページから６２ページの（４）「今後継続して

取り組むべき事項」です。 

「今回の検討に際して、『同時配信を進めるには著作権法の改正が望

まれる』という意見を放送事業者が繰り返し述べたことは、報告書案に

記載されているとおりです。（４０ページ及び５０ページ）。 

現在の著作権法制で、放送と同時配信の権利が異なる規定について、

ＮＨＫは、かねてより、より円滑な権利処理を進めるために、同時配信

については多くの国と同様、放送と同じ扱いとするよう、著作権法の改

正を要望しています。 

今後継続して取り組むべき事項として、６２ページには、『同時配信に

関する具体的な権利処理方法の形成に向けて、今回の議論の整理を前提

として、継続的な検討が必要』、『音楽及び実演分野について具体的な権
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利処理手法の整理を図ることが必要』と記載されていますが、ここで言

及されている『権利処理手法』の選択肢には、当然、法改正の検討が含

まれるものと理解しています。 

したがって、関係者間において、今後、同時配信の権利処理に関する

検討が行われる場合は、こうした議論の整理を前提とし、制度的な対応

も含めて検討が進められるべきものと考えます。」 

以上の内容が決定されれば、ＮＨＫの意見を総務省に提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 
 
２ 報告事項 
（１）放送技術審議会委員の委嘱について 

（児野技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱について、報告します。 

井伊基之氏（日本電信電話株式会社 代表取締役副社長）に、平成３

０年７月１日付で新規委嘱します。また、同日付で内田義昭氏（ＫＤＤ

Ｉ株式会社 代表取締役執行役員副社長）に再委嘱します。 

なお、篠原弘道氏（前 日本電信電話株式会社 代表取締役副社長）

は、本人からの申し出により、３０年６月２６日付で委嘱を解くことと

しました。 

 

 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 
編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の平成３０年５月開催分の議事録についての報告。  

 
注：放送番組審議会の内容は、ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライ

ン」の「経営情報」のなかに掲載しています。 
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以上で付議事項を終了した。 
 
 
上記のとおり確認した。 
 
 

平成３０年 ７月１７日 
 

会 長  上 田 良 一  


